
魚津市告示第37号 

 

魚津市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部改正

について 

魚津市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（令和２年魚津市告示

第11号）の一部を次のように改正する。 

 

令和８年３月23日 

 

魚津市長　　村椿　晃　　



 改正後 改正前

 第１条－第16条　（略） 第１条－第16条　（略）

 別表（第６条関係） 別表（第６条関係）

 

 様式第１号－様式第６号　（略） 様式第１号－様式第６号　（略）

 人槽区分 補助金単価限度額（一基につき）

 ５　人槽 414,000円

 （略）

 人槽区分 補助金単価限度額（一基につき）

 ５　人槽 390,000円

 （略）



附　則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。


